
変更前の製品（平成31年度様式準拠）を継続してお使いいただくための修正方法

扶養控除額、基礎控除額、
障害者等の控除額の合算を⑯に記載
(令和2年度様式では⑱＋⑲に相当)

手順2の結果を⑱に転記（1,000円未満切捨て）

※所得金額調整控除の適用を受ける場合

〈手順1〉 所得金額調整控除額

（イ） － ⑰ ＝

給与所得控除後の給与等の金額
(調整控除後)

（ア）

（イ）
（⑨ － （ア）で算出）

〈手順2〉


